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六
月
定
例
会
の
主
な
内
容

　

第
一
回
（
六
月
）
定
例
会
は
、
六
月
十
一
日
に
招
集
さ
れ
、
六
月

二
十
八
日
ま
で
の
十
八
日
間
に
わ
た
り
開
催
し
ま
し
た
。

　

こ
の
議
会
で
は
、
平
成
十
九
年
度
補
正
予
算
議
案
等
三
十
五
件
と

議
員
提
出
議
案
四
件
を
審
議
し
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
議
決
し

ま
し
た
。

　

ま
た
、
十
七
人
の
議
員
に
よ
っ
て
一
般
質
問
が
行
わ
れ
、
副
市
長

の
役
割
、
技
能
五
輪
国
際
大
会
、
沼
津
駅
周
辺
総
合
整
備
事
業
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
な
ど
に
つ
い
て
論
議
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
議
会
の
主
な
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

一
般
質
問

副
市
長
の
役
割
は

問　

地
方
自
治
法
の
改
正
に
合
わ
せ
、

本
市
に
お
い
て
も
、
本
年
度
か
ら
副
市

長
制
度
が
導
入
さ
れ
た
が
、
副
市
長
へ

の
権
限
移
譲
の
内
容
と
本
制
度
導
入
に

よ
る
効
果
は
。

答　

副
市
長
制
度
は
、
地
方
公
共
団
体

が
み
ず
か
ら
の
判
断
で
そ
の
定
数
を
定

め
る
と
と
も
に
、
長
の
補
佐
な
ど
従
来

の
助
役
の
職
務
に
加
え
、
重
要
な
政
策

の
調
査
や
企
画
等
へ
積
極
的
に
参
画
す

る
こ
と
な
ど
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
本
市
で
は
、
副
市
長
に
対
す
る
事

務
委
任
規
則
を
制
定
し
、
主
に
内
部
管

理
に
関
す
る
事
務
を
新
た
に
副
市
長
へ

委
任
す
る
と
と
も
に
、
支
出
負
担
行
為

に
関
す
る
副
市
長
の
決
裁
権
限
を
拡
大

す
る
な
ど
、
市
長
の
権
限
の
積
極
的
な

移
譲
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の

副
市
長
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
積
極
的

な
政
策
立
案
、
事
務
執
行
の
迅
速
化
な

ど
、
よ
り
高
度
で
機
能
的
な
ト
ッ
プ
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
を
実
現
し
て
い
く
も

の
で
あ
る
。

沼
津
市
行
政
改
革
プ
ラ
ン
の�

�

進
捗
状
況
は

問　

行
政
改
革
推
進
の
た
め
、
平
成

十
八
年
三
月
に
策
定
さ
れ
た
沼
津
市
行

政
改
革
プ
ラ
ン
の
進
捗
状
況
は
。

答　

本
プ
ラ
ン
は
、
平
成
十
八
年
度
か

ら
二
十
二
年
度
ま
で
の
五
カ
年
を
計
画

期
間
と
し
て
お
り
、
事
務
事
業
の
見
直

し
を
初
め
と
す
る
三
十
九
項
目
六
十
七

件
の
改
革
を
計
画
し
て
い
る
。
平
成

十
八
年
度
は
、
公
用
車
集
中
管
理
業

務
の
臨
時
職
員
化
な
ど
、
九
件
の
改

革
が
完
了
し
、
目
標
数
値
を
上
回
る

二
億
五
千
八
百
七
十
八
万
四
千
円
の
節

減
効
果
を
上
げ
た
。
今
後
も
、
引
き
続

き
本
プ
ラ
ン
の
適
正
な
進
行
管
理
を
図

る
と
と
も
に
、
行
政
改
革
の
よ
り
一
層

の
推
進
に
努
め
て
い
く
。

政
令
指
定
都
市
実
現
に�

�

向
け
て
の
情
報
提
供
は

問　

市
民
レ
ベ
ル
で
政
令
指
定
都
市
に

向
け
た
取
り
組
み
を
活
発
に
し
て
い
く

た
め
に
、
市
民
に
対
し
政
令
指
定
都
市

実
現
に
向
け
て
の
情
報
提
供
を
進
め
て

い
く
考
え
は
。

答　

政
令
指
定
都
市
に
な
る
と
、
県
が

行
っ
て
い
る
事
務
の
多
く
が
移
譲
さ

れ
、
よ
り
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
よ
り
利

便
性
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
政
令
指

定
都
市
実
現
に
よ
る
効
果
や
影
響
は
、

市
民
一
人
一
人
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
市
民
に
対
し
必
要
な
情
報
を

適
宜
提
供
し
、
市
民
レ
ベ
ル
で
の
議
論

を
活
発
に
し
て
い
く
こ
と
は
大
変
重
要

な
こ
と
だ
と
考
え
る
た
め
、
今
後
も
引

き
続
き
、
政
令
指
定
都
市
を
目
指
す
本

市
及
び
近
隣
市
町
の
住
民
に
対
す
る
適

切
な
情
報
提
供
に
努
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

県
東
部
の
広
域
合
併
に�

�

対
す
る
認
識
は

問　

県
の
市
町
村
合
併
推
進
構
想
に
、

県
東
部
三
市
三
町
の
組
み
合
わ
せ
が
追

加
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
認
識
は
。

答　

県
が
沼
津
市
、
三
島
市
、
裾
野

市
、
函
南
町
、
清
水
町
、
長
泉
町
の
三

市
三
町
の
組
み
合
わ
せ
を
静
岡
県
市
町

村
合
併
推
進
構
想
に
追
加
し
た
こ
と

は
、
県
東
部
地
域
に
五
十
万
人
程
度
の

中
核
市
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
を
明

確
に
し
た
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い

る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
本
市
を
含
む
五

市
四
町
か
ら
な
る
東
部
広
域
都
市
づ
く

り
研
究
会
に
お
い
て
、
政
令
指
定
都
市

を
目
指
し
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る

が
、
こ
の
三
市
三
町
の
組
み
合
わ
せ

は
、
本
研
究
会
で
合
意
し
て
い
る
段
階

的
な
合
併
の
一
つ
と
認
識
し
て
い
る
。
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�

各
種
議
案

指
定
管
理
者
の
指
定�

��

（
愛
鷹
運
動
公
園
の�

　

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
及
び�

�
芝
生
広
場
）

　

愛
鷹
運
動
公
園
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
及

び
芝
生
広
場
の
指
定
管
理
者
と
し
て
、

株
式
会
社
日
産
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
サ
ー

ビ
ス
代
表
取
締
役
青
木
征
彦
を
指
定
す
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る
も
の
で
す
。
指
定
の
期
間
は
平
成

二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
で
す
。

沼
津
市
後
期
高
齢
者
医
療
に�

�

関
す
る
条
例
の
制
定

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
施
行
に
伴

い
、
本
市
が
行
う
業
務
に
関
す
る
事

項
を
定
め
る
た
め
、
条
例
を
制
定
す
る

も
の
で
す
。
老
人
保
健
制
度
に
代
わ
り
、

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ

る
本
制
度
は
、
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ

る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
保
険

者
と
な
り
、
保
険
料
の
賦
課
や
保
険
給

付
な
ど
の
運
営
全
般
を
行
い
、
市
町
村

が
窓
口
業
務
や
保
険
料
の
徴
収
な
ど
を

行
う
も
の
で
す
。

沼
津
市
男
女
共
同
参
画�
�

推
進
条
例
の
制
定

　

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
基
本
理
念

や
市
、
市
民
、
事
業
者
、
市
民
団
体
等

の
責
務
、
施
策
の
基
本
的
な
事
項
等
を

定
め
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
を

目
指
す
た
め
、
条
例
を
制
定
す
る
も
の

で
す
。

沼
津
市
国
民
健
康
保
険�

保
険
給
付
等
支
払
準
備
基
金

�

条
例
の
一
部
改
正

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
施
行
に
伴

い
、
基
金
の
設
置
目
的
に
係
る
費
用
の

名
称
を
改
め
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を

行
う
も
の
で
す
。

〈
人
事
案
件
〉

人
権
擁
護
委
員

　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日
任
期
満
了

と
な
る
白
銀
町
在
住
の
望も
ち

月づ
き

保や
す

身み

氏
、

本
字
出
口
町
在
住
の
鈴す
ず

木き

隆た
か

義よ
し

氏
、
西

間
門
在
住
の
木き

村む
ら

保や
す

成な
り

氏
及
び
三
芳
町

在
住
の
伊い

東と
う

哲て
つ

夫お

氏
を
再
任
す
る
こ
と

に
つ
い
て
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

固
定
資
産
評
価
審
査�

�

委
員
会
委
員

　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
任
期
満

了
と
な
る
三み

輪わ

美よ
し

明あ
き

氏
の
後
任
と
し
て
、

上
土
町
在
住
の
梅う
め

田だ

久く

実み

氏
を
選
任
す

る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
三
十
二
件
の
議
案
が
報

告
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

次
回
の
定
例
会
は
、六
月
六
日
（
金
）

か
ら
開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
。

道路特定財源の確保に関する意見書
　道路は国民の活力ある地域社会を形成するとともに、生活を支
える基幹的な社会資本である。
　しかしながら、本市における道路の状況は、質・量とも十分と
は言えず、生活の豊かさを実感できない状況であり、道路整備に
は住民からも強い期待が寄せられている。
　本市においては、広域交通網の充実を図る高規格幹線道路やバ
イパス整備、幹線道路の立体交差化、さらに、街路事業、土地区
画整理事業による道路整備事業などが各所で進められているとこ
ろである。
　このような中、国会において道路特定財源関係諸税に関する改
正法案が提出されたが、道路整備の財源となる道路特定財源は、
国だけでなく地方にとっても非常に貴重な財源であり、このこと
は市民への周知を図っているところである。
　上記事業を初めとする道路整備を安定的に継続させていくに
は、市の税収が確保されなければならないことはもとより、交付
金制度のより一層の拡充が必要である。
　よって、国においては、地方の道路整備の重要性を十分に踏ま
え、下記事項を実現されるよう強く要望する。

記
1　高規格幹線道路から生活道路に至るまで体系的な道路網の着
実な整備推進を図るため、道路特定財源関係諸税の暫定税率を
維持すること。
2　地域の実情に柔軟に対応するため、地方道路整備臨時交付金
事業制度を継続かつ拡充すること。
3　道路特定財源については、受益者負担という制度の趣旨を踏
まえ、他の目的に使用することなく道路整備に充当すること。

※上記意見書は、本年2月13日に可決された後、関係官庁等へ送付しました。


